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単独処理浄化槽又はくみ取り便槽転換における浄化槽設置整備事業補助金に 

宅内配管補助を加算します 

 

単独処理浄化槽を使用している住宅について、積極的に合併処理浄化槽への転換を図ってもらうた

め、令和２年度より浄化槽設置整備補助金に宅内配管補助を加算してきました。令和 4年度からはくみ

取り便槽を使用している住宅についても、浄化槽設置整備補助金に宅内配管補助を加算します。 

 

 ⑴ 補助の対象となる工事の範囲 

  ① トイレ、キッチン、お風呂等の水回りから浄化槽への流入管 

  ② 住居の敷地内に敷設した放流管 

  ③ 流入管及び放流管に設置したます 

  ④ 敷地内処理装置（放流先がない場合） 

 

⑵ 要件 

① 浄化槽設置整備事業補助金の交付要件を満たしていること 

② 住宅の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替えること 

③ 住宅の建替え及び増改築（家屋の構造や間取りを変えない軽微なものは除く）を伴わないこと 

④ 申請時、宅内配管の工事に着手していないこと 

⑤ 浄化槽法定７条検査及び設置以降の１１条検査を受検すること 

⑥ 同時に単独処理浄化槽等撤去費補助金の申請を行うこと（申請できない事情があれば御相談 

下さい。） 

 

⑶ 補助金額 

 浄化槽設置整備事業補助金に加えて、宅内配管の工事費を上限３０万円補助します。 

 

 区 分 宅内配管補助限度額 宅内配管補助加算額 

 ５人槽 

３０万円 

６３２，０００円 

 ７人槽 ７１４，０００円 

１０人槽 ８４８，０００円 

 

 ⑷ 申請における留意事項 

   ① 申請書について 

浄化槽設置整備事業補助金において、交付申請額に宅内配管工事費を加算して記入してくださ

い。宅内配管補助について、別途申請書を提出する必要はありません。 

なお、加算が可能かどうかの判断は、「国庫補助に関する事項についての届出書」、検査員による

決定前の現地確認等によって判断させていただきます。 

 

   ② 浄化槽法定７条検査及び１１条検査の申込みについての書類について 
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従来から７条検査の申込書の写しを交付申請書に、また、１１条検査の委託契約書の写しを実績

報告書に添付していただくので、別途添付していただく必要はありません。 

 

   ③ 浄化槽設置工事請負書の写しについて 

浄化槽設置工事請負書の金額に宅内配管工事費の金額が算入されていない場合には「宅内配管

工事は別途契約」等のメモを写しに記入してください。 

 

   ④ 工事見積書の写しについて 

浄化槽本体工事及び宅内配管工事（敷地内処理装置を含む）の見積書を添付してください。 

補助金交付決定額に関わるため、見積書は浄化槽本体工事の見積額と宅内配管工事（敷地内

処理装置を含む）の見積額を分けて確認できるものを提出してください。もし、施工業者の都合等で

分けることができない場合には、別途内訳書等、それぞれの金額を確認できる資料を添付してくださ

い。 

 

   ⑤ 収支予算書・収支精算書について 

支出の欄には「浄化槽本体費用」、「浄化槽工事費用」、「配管材料費用」、「配管工事費用」、

「敷地内処理装置本体費用」、「敷地内処理装置工事費用」及び「消費税」を記入してください。 

 
  ⑥ 配置図・竣工図について 

    工事写真を添付していただくときに、どこの配管の工事をしているかどうかわかるようにしていただ
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く必要があります。したがって、ますや一定の区間にナンバーなどの目印をつけてください。 

また、既存住宅の工事が対象となるため、既存の配管を利用して合併処理浄化槽を設置するケー

スもあります。その場合には、点線や赤線を用いて、既設管と新設管を図面上区別できるようにしてく

ださい。 

【例】 

 

 

  ⑦ 工事写真について 

   配管工事の施工写真については、掘削工、据付工及び埋戻工の各過程について、写真を添付してく

ださい。写真は配管工事の全区間で用意していただき、提出する際は平面図の目印と対応させて、ど

の区間の工事をしているか示してください（例：No.1～No.3掘削工事）。 

 

  ⑧ 請求書について 

   請求書については、浄化槽設置分と宅内配管分に分けていただく必要はありませんので、合算した

金額で１枚提出してください。 


